
※　　　　　　・・・接種希望者（またはそのご家族）が行うこと　

※「接種前」と「接種後」に２回手続きが
必要です（「依頼書の申請」「償還払いの
申請」）。
ご不明点等については右記にお問合せくだ
さい。

～手続きの流れ～

対象者：疾病のため、主治医の管理下でしか予防接種を受けることができない方
　　　　やむを得ない理由により市外に滞在し、指定医療機関で接種できない方

泉大津市以外で定期予防接種を受けられる方へ

【依頼書の申請】

「定期予防接種の依頼書発行について（お願い）」を窓口または郵送に

て提出

・依頼書発行
※「依頼書」「予診票」を発行します

※依頼書の発行には1週間程度かかりますので、余裕をもって申請してください

【予防接種を受ける】
※必ず「依頼書」「予診票」を医療機関へ持参してください

【償還払いの申請】

「定期予防接種費用助成金申請書及び請求書」「接種済証の写し」

「領収書の写し」を窓口または郵送にて提出
※「償還払い」とは、先に接種費用を医療機関にお支払いただき、市への申

請により後で規定の金額を助成金として、払い戻す仕組みのことです。

・指定口座に接種費用が振り込まれる
※振り込まれるのは、申請月の翌々月15日前後になります（助成金には

上限があります）振込例：10月20日に書類を提出⇒12月15日前後に振込

※指定口座に振り込む前に、泉大津市定期予防接種費用助成金交付決定通知書を

送付いたしますので、交付金額等については通知書でご確認ください

【問合せ先】

〒595-0013

泉大津市宮町2番25号

泉大津市立保健センター（健康づくり課）

予防接種担当

TEL:0725-33-8181

接種前

接種後


